
択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関す

る広告その他の表示に関する制度を整備 し、虚偽又は誇大な広告その他の表示

を規制する等必要な施策を講ずるものとする。

(公正自由な競争の促進等 )

第 16条  国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会

の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずる

ものとする。

2 国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であって

その形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、

これ らの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努

めるものとする。

(啓発活動及び教育の推進 )

第 17条  国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及

び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯に

わたって消費生活について学習する機会があまね く求められている状況にか

んがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する

教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

2 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況

に応 じた施策を講ずるよう努めなければならない。

(意見の反映及び透明性の確保 )

第 18条  国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消費

者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための

制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

(苦情処理及び紛争解決の促進 )

第 19条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた

苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情

の処理のあっせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、

市町村 (特別区を含む。)と の連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広

域の見地への配慮を必要 とする苦情の処理のあっせん等を行 うものとすると

ともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければな らない。

2 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情

が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確

保及び資質の向上その他の必要な施策 (都道府県にあっては、前項に規定する

ものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。

3 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争

が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な



施策を講ずるよう努めなければならない。

(高度情報通信社会の進展への的確な対応)

第 20条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との

間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及

び紛争解決の促進等に当たって高度情報通信社会の進展に的確に対応するた

めに必要な施策を講ずるものとする。

(国際的な連携の確保)

第 21条 国は、‐7肖費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の

消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処

理及び紛争解決の促進等に当たって国際的な連携を確保する等必要な施策を

講ずるものとする。

(環境の保全への配慮)

第 22条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、

消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たって環境の保全に配慮する

ために必要な施策を講ずるものとする。

(試験、検査等の施設の整備等)

第 23条 国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う

施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、

検査、調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。

第 3章 行政機関等

(行政組織の整備及び行政運営の改善)

第 24条 国及び地方公共団体は、消費者施策の推進につき、総合的見地に立っ

た行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。

(国民生活センターの役割 )

第 25条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、

消費者団体等と連携 し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者

と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談、事業

者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関す

る商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対す

る啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものと

する。

(消費者団体の自主的な活動の促進 )

第 26条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全

かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。



第 4章 消費者政策会議等

(消費者政策会議 )

第 27条 内閣府に、消費者政策会議 (以下 「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 消費者基本計画の案を作成すること。

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画

に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進 し、並びにその実施

の状況を検証し、評価 し、及び監視すること。

3 会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。

二 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果のとりまとめ

を行おうとするとき。

第 28条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって当てる。

一 内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により

置かれた特命担当大臣

二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定

する特命担当大臣 (前号の特命担当大臣を除く。)の うちか ら、内閣総理

大臣が指定する者。

4 会議に、幹事を置く。

5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7 前各号 に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令

で定める。

(消費者委員会 )

第29条 消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律

によるほか、7肖費者庁及び消費者委員会設置法 (平成二十一年法律第四十八号 )

第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。

附則抄  ・・・以下省略



熊 本 県 消 費 生 活 条 例

平成 20年 7月 1日施行

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんが

み、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立

支援その他の基本理念を定め、県、事業者及び消費者の責務等を明らかにするとともに、県

の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を

図ることを目的とする。

(基本理0         .
第 2条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策 (以下 「消費者施策」という。)の推進は、

県、事業者及び消費者の相互の信頼を基調とし、県民の消費生活における基本的な需要が満

たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利を尊重するととも

に、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよ

う消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

(1)消費生活における安全が確保される権利

(2)商品等について、自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利

(3)消費生活に関し必要な情報が提供される権利

(4)消費生活に関する教育の機会が提供される権利

(5)消費者の意見が消費者施策に反映される権利

(6)消費生活において被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済される権利

2 消費者施策の推進は、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

3 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展及び消費生活における国際化の進展に的確

に対応するとともに、環境の保全に配慮して行われなければならない。

(定義)

第 3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)消費者  事業者が供給する商品等を消費して生活する者をいう。

(2)事業者  商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。

(3)商品等  商品、役務その他の消費者が消費生活を営む上において使用し、又は利用す

るものをいう。

(県の責務)

第 4条 県は、経済社会の発展に即応して、第 2条に規定する基本理念 (以下 「基本理念」と

いう。)にのっとり、消費者施策を策定するとともに、これを実施する責務を有する。



2 県は、消費者施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意見を十分反映させるよう努め

るものとする。

3 県は、消費者の自立を支援するため、消費者に対する啓発及び教育の推進に努めるものと

する。

(市町村との連携等)

第 5条 県及び市町村は、相互に連携を図りながら協力して、消費者施策を実施するものとす

る。

2 県は、市町村が消費者施策を策定し、又は実施しようとするときは、情報の提供、技術的

な助言その他の支援を行うものとする。

(事業者の責務等)

第 6条 事業者は、基本埋念にのっとり、その供給する商品等について、次に掲げる責務を有

する。

(1)消費者の安全及び消費者との取引における構成を確保すること。

(2)消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

(3)消費者との取引に際して、消費者の年齢、知識、経験、判断力及び財産の状況等に配慮

すること

(4)消費者との間に生じた苦情 (以下 畔肖費者苦情」という。)を適切かつ迅速に処理するた

めに必要な体制の整備等に努め、当該消費者苦情を適切に処理すること。

(5)県が実施する消費者施策に協力すること。

2 事業者は、その供給する商品等について、環境の保全に配慮するとともに、当該商品等に

ついて品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等によ

り消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

3 事業者は、県民生活との関連性が高い商品等 (以下 「生活関連商品等」という。)の流通の

円滑化及び価格の安定を図るために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する生活関連商

品等の流通の円滑化及び価格の安定を図るための施策に協力しなければならない。

第 7条 事業者団体は、基本理念にのっとり、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、消費者苦

情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援、消

費生活に関する知識の普及、啓発活動及び広報活動その他の消費者の信頼を確保するための

自主的な活動に努めるものとする。

第 8条 消費者は、自ら進んで、消費生活に関して、必要な知識を習得し、及び必要な情報を

収集する等自主的かつ合理的に行動するとともに、県が実施する消費者施策に協力するよう

努めなければならない。

2 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努

めなければならない。

第 9条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対

する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の



安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

2 消費者団体は、県が実施する消費者施策に協力するよう努めなければならない。

(消費者基本計画)

第 10条 県は、消費者施策の計画的な推進を図るため、消費者施策の推進に関する基本的な

計画 (以下、「消費者基本計画」という。)を策定するものとする。

2 消費者基本計画には、消費者施策に関する基本的な方針その他消費者施策の計画的な推進

を図るために必要な事項を定めるものとする。

3 県は、消費者基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、熊本県消費生活審議会の意

見を聴かなければならない。

4 県は、消費者基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前 2項の規定は、消費者基本計画の変更について準り明する。

第2章 消費生活の安全、取引等の適正化に関する施策

第 1節 安全の確保

(安全の確保)

第 11条 事業者は、消費者の消費生活における安全を害し、又は害するおそれのある商品等

(以下 「危険商品等」という。)を供給してはならない。

2 事業者は、その供給する商品等が危険商品等であると認めるときは、消費者に対し必要な

情報を開示し、回収その他の必要な措置をとるよう努めなければならない。

(安全の確保に関する調査)

第 12条 知事は、事業者が供給する商品等について、危険商品等の疑いがあると認めるとき

は、速やかに必要な調査を行うものとする。

2 知事は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、

期間を定めて、当該商品等が安全であることの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出

を求めることができる。

(安全確保勧告等)

第 13条 知事は、事業者が供給する商品等が危険商品等であると認めるときは、消費者の消

費生活における安全を確保するため、当該事業者に対し、当該危険商品等の供給の中止、回

収その他必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、必要があると認めるときは、速やかに、

県民に周知を図るものとする。

2 知事は、前項の規定による勧告を行う場合において、必要があると認めるときは、熊本県

消費者苦情処理委員会の意見を聴くものとする。

(緊急安全確保措置)



第 14条 知事は、事業者が供給する商品等が消費者の生命、身体又は財産について、重大な

危害を発生させ、又は発生させるおそれがある危険商品等である場合において、当該危害を

防止するため緊急の必要があると認めるときは、法令等で定める措置をとる場合を除き、直

ちに、当該危険商品等の名称、当該危険商品等を供給する事業者の氏名又は名称及び住所そ

の他の必要な情報を県民に提供するものとする。

第 2節 表示、規格等の適正化

(表示の適正化)

第 15条 事業者は、その供給する商品等について、消費者が選択又は利用を誤ることがない

よう品質、機能、量目、製造年月日、消費期限、賞味期限、保存方法、原産地、事業者の氏

名又は名称及び住所その他の必要な事項を適正に表示するとともに、虚偽の表示又は誇大な

表示を行わないよう努めなければならない。

2 事業者は、その供給する商品等について、消費者の選択を容易にするよう販売価格及び単

位当たりの価格又は利用料金を当該商品又は店内の見やすい場所に表示するよう努めなけれ

ばならない。

(規格の適正化)

第 16条 事業者は、その供給する商品等について、品質の改善及び消費生活の合理化に寄与

するため、適正な規格を定めるよう努めなければならない。

(包装の適正化)

第 17条 事業者は、その供給する商品について、消費者にその品質又は数量が実際のものよ

り著しく優良若しくは有利であると誤認させ、又は消費者の負担を著しく増大させるような

過大又は過剰な包装 (容器を用いる包装を含む。)を用いないよう努めなければならない。

(計量の適正化)

第 18条 事業者は、その供給する商品等について、消費者が不利益を被ることがないよう適

正な計量をするよう努めなければならない。

(広告の適正化)

第 19条 事業者は、その供給する商品等について、虚偽の、誇大な、その他消費者に選択又

は利用を誤らせる広告又は宣伝をしないよう努めなければならない。

(供給後のサービスの適正化)

第 20条 事業者は、その供給する商品等について、修埋、交換その他の方法による供給後に

おけるサービスの向上を図るよう努めなければならない。

(自主基準)

第 21条 事業者は、その供給する商品等について、表示、規格等の適正化を図るため、必要

な基準 (以下 「自主基準」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 事業者は、自主基準を定め、変更し、又は廃止したときは、速やかに当該自主基準を知事



に届け出なければならない。

3 知事は、事業者に対し、自主基準の設定、変更及び遵守について、必要な指導又は助言を

行うことができる。

(県の基準の設定)

第 22条 知事は、事業者が供給する商品等について、表示、規格等の適正化を図るため、特

に必要があると認めるときは、事業者が遵守すべき基準 (以下 「県の基準」という。)を定め

ることができる。

2 知事は、前項の規定により県の基準を定めようとするときは、熊本県消費生活審議会の意

見を聴いて定めるものとする。

3 知事は、県の基準を定めたときは、速やかに告示しなければならない。

4 前 2項の規定は、第 1項の規定により定めた県の基準を変更し、又は廃止する場合に準用

する。

(県の基準の遵守義務)   ‐

第 23条 事業者は、県の基準を遵守しなければならない。

(表示、規格等の適正化に関する調査)

第 24条 知事は、事業者が県の基準に違反している疑いがあると認めるときは、速やかに必

要な調査を行うものとする。

2 知事は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、

期間を定めて、当該県の基準に違反していないことの裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が、当該資料を提出しないと

きは、県の基準に違反しているものとみなす。

(県の基準の遵守勧告)

第 25条 知事は、事業者が県の基準に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、こ

れを遵守するよう勧告することができる。

第 3節 不当な取引行為の禁止等

(不当な取引行為の禁止)

第26条 事業者は、消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で

規則で定めるもの (以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。

(1)消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、商品等に関する重要な情報を提供せず、不

実を告げ、誤信を招く情報を提供し、将来における不確実な事項について断定的な判断を提

供し、消費者の意に反し、威迫し、執ように説得し、又は心理的に不安な状態若しくは正常

は判断ができない状態に陥れる方法その他の不当な方法により契約 (商品等を販売する事業

者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者からの商品等の購入を条件又は原因として信

用の供与をする契約又は保証を受託する契約を含む。以下この条において同じ。)の締結を勧



誘し、又は契約を締結させる行為

(2)消費者に対し、不当に不利益をもたらす内容の契約を締結させる行為

(3)消費者又はその関係人に対し、契約 (契約の成立又はその内容について当事者間で争い

のあるものを含む。)に基づくその債務の履行を不当に強要し、又は消費者に対し、契約に基

づく自己の債務の履行を不当に拒否し、一方的に変更し、若しくは正当な理由なく遅延させ

る行為

(4)消費者に対し、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、解除、取消し若しく

は無効の主張を妨げ、́又は契約の申込みの撤回、解除若しくは取消しによって生ずる債務若

しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは正当な理由なく

遅延させる行為

(不当な取引行為に関する調査)

第 27条 知事は、事業者と消費者との間で行われる取引に関する行為について、不当な取引

行為の疑いがあると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。

2 知事は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、当該取引行為をす

る事業者に対し、期間を定めて、当該取引行為が正当な取引行為であることの裏付けとなる

合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が、

当該資料を提出しないときは、不当な取引行為を行っているものとみなす。

(不当な取引行為の中止勧告)

第 28条 知事は、事業者が不当な取引行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、

当該不当な取引行為の中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(不当な取引行為に関する情報提供)

第 29条 知事は、不当な取引行為による被害の発生又は拡大を防止するため必要があると認

めるときは、速やかに、当該不当な取引行為の方法及び内容その他の必要な情報を県民に提

供するものとする。

2 知事は、前項の不当な取引行為のうち、消費者に重大な被害が発生し、又は発生するおそ

れがあり、かつ、被害の拡大を防止するため必要があると認めるものについては、当該不当

な取引行為を行った事業者の氏名又は名称及び住所、その方法及び内容その他の必要な情報

を県民に提供するものとする。

第 3章 消費者啓発及び消費者教育の推進等

(消費者啓発及び消費者教育の推進)

第 30条 県は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及、情報の提供等

の消費者に対する啓発活動を推進するとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場

を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。



(消費者団体の活動の促進)

第 31条 県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な

活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(試験等の実施及び情報提供)

第 32条 県は、消費者施策の実効を確保するため、商品等の試験、検査又は調査 (以下 「試

験等」という。)を実施し、及びその体制の整備に努めるとともに、必要に応じて試験等の結

果の概要に係る情報を県民に提供するものとする。

第 4章 生活関連商品等に関する施策

(調査等)

第 33条 知事は、県民の消費生活の安定に資するため、生活関連商品等の需給及び価格の動

向について必要な調査その他の情報の収集を行い、県民に対して必要な情報を提供するよう

努めなければならない。

2 事業者は、前項の規定により知事が行う調査その他の情報の収集に協力しなければならな

い 。

(商品等の指定)

第 34条 知事は、生活関連商品等の買占め若しくは売惜しみが行われ若しくは行われるおそ

れがある場合又は生活関連商品等の価格が異常に上昇し若しくは上昇するおそれがある場合

において、当該生活関連商品等の不足若しくは価格の上昇が県民の生活に著しい影響を及ぼ

し又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該生活関連商品等を特別の調査を要する商品

等として指定することができる。

2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除す

るものとする。

3 知事は、第 1項の規定により指定し、又は前項の規定により指定を解除したときは、速や

かにその旨を告示しなければならない。

(商品等の売渡し勧告)

第 35条 知事は、前条第 1項の規定により指定した生活関連商品等 (以下 「指定生活関連商

品等」という。)の販売を営む者 (以下 「関係事業者」という。)が買占め又は売惜しみによ

り当該指定生活関連商品等を多量に保有していると認めるときは、当該関係事業者に対し、

当該指定生活関連商品等の売渡しを行うよう勧告することができる。

(価格の引下げ勧告)

第 36条 知事は、関係事業者が指定生活関連商品等を仕入価格その他の取引事情からみて著

しく不当な価格で販売していると認めるときは、当該関係事業者に対し、その価格の引下げ

を行うよう勧告することができる。

月
■



第 5章 資源及びエネルギーの有効利用を通じた環境への配慮等

(環境への配慮等 )

第 37条 県は、健全な消費生活を推進するため、資源及びエネルギーの有効利用及びこれを

通じた環境への配慮に関し、知識の普及、指導、情報の提供その他必要な施策を講ずるもの

とする。

2 事業者は、商品等の供給に当たって、資源の再生利用その他資源及びエネルギーの有効利

用を行うとともに、これらを通じて環境への負荷 (環境基本法 (平成 5年法律第 91号)第 2

条第 1項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に努めるものとする。

3 消費者は、消費生活において、不用品の再利用その他資源及びエネルギーの有効利用を行

うとともに、これらを通じて環境への負荷の低減に努めるものとする。

第 6章 多重債務問題改善の取組

(多重債務問題改善の取組)

第 38条 県は、多重債務問題の改善のため、多重債務者が相談又は助言その他の支援を受け

ることができる体制の整備その他必要な施策について、関係行政機関、民間団体等と連携を

図りつつ、推進するものとする。

第 7章 消費者苦情の処理等

(消費者苦情の処理)

第 39条 知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費

者苦情を解決するために、助言、あつせんその他の措置を講じなければならない。

2 知事は、前項の規定による調査に当たって必要があると認めるときは、当該消費者苦情に

係る事業者その他の関係者に資料の提出又は説明を求めることができる。

3 知事は、消費者苦情の解決が困難であると認めるときは、熊本県消費者苦情処理委員会に

あっせん又は調停を行わせることができる。

(消費者苦情の処理に係る市町村への支援)

第40条 県は、市町村における消費者苦情の処理が適切かつ迅速に行われるよう、研修の実

施、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(消費者苦情の処理に係る人材の確保等)

第41条 県は、消費者苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするた

め、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。



(熊本県消費者苦情処理委員会)

第42条 知事は、消費者苦情についてあっせん又は調停を行わせ、その他消費者苦情の解決

に関し必要な事項を審議させるため、熊本県消費者苦情処理委員会 (以下「委員会」という。)

を置く。

2 委員会は、委員 5人以内及び特別事項を審議させるための臨時委員 5人以内で組織し、委

員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、当該特別事項の審議が終了したとき、解任されるものとする。

5 第 2項の委員及び臨時委員は、再任されることができる。

6 委員会は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る関

係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。

7 第 2項から前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。          .
(消費者苦情の処理に関する情報の提供)

第43条 知事は、委員会に行わせたあっせん又は調停について、消費者の被害の発生又は拡

大を防止するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該消費者苦情の概

要並びにあっせん又は調停の経過及び結果に係る情報のうち、消費者の被害の発生又は拡大

を防止するために必要なものを必要な範囲内において県民に提供するものとする。

(消費者提訴の援助)

第44条 知事は、消費者が事業者を相手とする訴訟 (以下 「消費者訴訟」という。)を提起す

る場合において、当該訴訟が次の各号のすべてに該当する消費者苦情に係るもので、公益上

必要があると認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則で定めるとこ

ろにより、当該訴訟の費用に充てる資金の貸付けを行うことができる。

(1)委員会のあっせん又は調停によって角牢決されなかったもの

(2)同一又は同種の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあるもの

(3)1件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの

(貸付金の返還等)

第45条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、当該貸

付けに係る資金に相当する金額を返還しなければならない。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則に定めるところ

により、当該貸付けに係る資金の全部若しくは一部の返還を猶予し、又は免除することがで

きる。

(適格消費者団体への支援)

第46条 県は、消費者契約法 (平成 12年法律第 61号)第 2条第 4項の適格消費者団体に対

し、消費者苦情の申出に関する情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。



第 8章熊本県消費生活審議会

(熊本県消費生活審議会)

第47条 知事の諮問に応じ、消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審議させるため、

熊本県消費生活審議会 (以下 「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員 15人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1)学識経験のある者

(2)消費者を代表する者

(3)事業者を代表する者

(4)関係行政機関の職員

4 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることがで―きる。

6 第 2項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。

第 9章 知事に対する申出

(知事に対する申出)

第48条 県民は、この条例の規定に違反する事業活動により、又はこの条例に基づく措置が

とられていないことにより消費者の権利が侵され、又は侵されるおそれがあると認めるとき

は、知事に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事

実であると認めるときは、この条例に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

第 10章 調査、公表等

(立入調査等)

第49条 知事は、第 12条第 1項、第 24条第 1項、第 27条第 1項、第 35条又は第 36
条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な資料の提出若しくは説明を求

め、又はその職員に、事業者の事務所、事業所、倉庫その他事業を行う場所に立ち入り、帳

簿又は書類 (これらの作成又は保存に代えて電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的



記録を含む。)、 設備その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者に提示しなければならない。

3 第 1項に規定する立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。

(公表)

第 50条 知事は、事業者若しくは第42条第 6項に規定する関係者が正当な理由なく前条第

1項若しくは第42条第 6項の規定による資料の提出若しくは説明をせず、若しくは虚偽の

資料の提出若しくは説明をしたとき、又は事業者が前条第 1項の規定による立入調査を拒ん

だときは、当該事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公表することができる。

2 知事は、第 13条第 1項、第 25条、第 28条、第 35条又は第 36条の規定による勧告

を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名又は名称及び住

所その他必要な事項を公表する.こ とができる。

(意見の聴取)

第 51条 知事は、前条の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あら

かじめ、意見を述べる機会を与えた上で行わなければならない。

第 11章 雑則

(国等への要請)

第 52条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国、他の地方

公共団体又は独立行政法人に対し、適切な措置をとるよう要請し、又は協力を求めるものと

する。

(委任)

第 53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。



熊本市消費者行政推進委員会設置要綱

(言夕とi畳呈)

第 1条 本市の消費者施策を総合的かつ計画的に推進するため、熊本市消費者行政推進委員会 (以下「委員会J

という。)を設置する。

(醇勤 )

第 2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1)消費者行政推進計画に関すること。

け)消費者行政の運営状況に関すること。

3)前 2号に掲げるもののほか、消費者行政の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第 3条 委員会は、 11名以内の委員によって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から、市長が委嘱する。

(1)学識経験を有する者

Q)消費者関係団体の推薦を受けた者

0)事業者団体の推薦を受けた者 ‐

に)公募により選出した市民

(委員長及び副委員長)

第 4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第 5条 委員の任期は、 2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。

(会議)

第 6条 委員会の会議 (以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

(関係者の出席)

第 7条 委員長は、委員会において必要と認めるときは、所掌事務に関係ある者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。

(会議の公開)

第 8条 会議は、公開とする。

(庶務)

第 9条 委員会の庶務は、熊本市消費者センターにおいて行う。

(補則)

第 10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 貝J

この要綱は、平成24年 6月 1日 から施行する。

附 貝J

この要綱は、平成 27年 3月 1日 から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28年 4月 1日 から施行する。



熊本市消費者行政推進庁内連絡会設置要綱

制定 平成24年 10月 26日 副市長決裁

改正 平成25年 4月  1日商工振興課長決裁

平成28年  3月 28日商工振興課長決裁

(言夕とitti)

第 1条 熊本市における消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、庁内の関係部署との情報の一元化と

連携を図るため、熊本市消費者行政推進庁内連絡会 (以下「連絡会」という。)を設置する。

研 掌事項)

第 2条 連絡会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)消費者行政推進計画の策定及び実施についての協議に関すること。

(D 消費者行政についての意見又は情報の交換及びその対策の協議に関すること。

0)前 2号に掲げるもののほか、消費者行政の推進に係る連絡調整に関すること。

鯖成)

第 3条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって構成し、別表に定める職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

臨 う

第 4条 連絡会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は

必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第 5条 連絡会の庶務は、熊本市消費者センターで行う。

(菊唄ll)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長力溺Jに定める。

附則

この要綱は、平成24年 10月 26日 から施行する。

附則

この要綱は、平成25年 4月  1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年 4月  1日 から施行する。



別表 (第 3条関係)

会 長 市民局 市民生活部長

冨」(会ぜミ 市民局 生活安全課長

熊本市消費者センター所長

政策局 危機管理防災総室長

政策局 広報課長

市民局 生涯学習課長

健康福祉局 健康づくり推進課長

健康福祉局 高齢介護福祉課長

健康福祉局 障がい保健福祉課長

健康福祉局 医療政策課長

健康福祉局 生活衛生課長

健康福祉局 食品保健課長

環境局 環境政策課長

環境局 水保全課長

環境局 環境総合センター所長

環境局 廃棄物計画課長

農水局 農業・ブランド戦略課

農水局 水産振興センター所長

経済観光局 経済政策課 計量検査所長

都市建設局 建築政策課長

都市建設局 建築政策課 建築物安全推進室長

教育委員会事務局 指導課長

教育委員会事務局 健康教育課長

教育委員会事務局 熊本市教育センター所長

消防局 予防課長



熊本市消費生活相談員設置要綱

(設置)

第 1条 多様化し高度化する消費者問題に対応し、市民生活の安定および向上を図るため、消費生活相談員 (以下

恥断炎員」という。)をき躍羹ケる。

(身分及び所属)

第 2条 相談員は、地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第 3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とす

る。

2 相談員の所属ヤよ 熊本市消費者センター (以下「センター」という。)とする。

聯 )       ・

第 3条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1)消費生活に関する苦情相談及びデータ整理

0)消費生活に関する情報、資料等の収集及び提供

3)消費者教育及び啓発

に)前 2号に関する到噺害成及理

G)その他センター所長が必要と認める事項

(任用)

第4条 相談員は、公募の上、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任用する。

(1)任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

9)健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第 5条 本目談員の任用期間は、 1年以内 (当該任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任

期を定めるもの)とする。

2 市長は、任用期間内の人事評価等が良好であると認められる相談員については、当該相談員を再任することが

できる。

3 市長ヤよ 本目談員の任用期間を更新しない場合は、当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をす

るものとする。

(′ :ζ百111)

第 6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1)勤務成績が良くない場合

Q)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

8)制度の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

に)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(D 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

“

)前各号に掲げる場合のほか、その職に必要な適枠性を欠く場合

(月勝 )

第 7条 相談員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 相談員は、職務の遂行に当たってヤよ 法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、センター所長の指示に従わなけ

ればならない。

3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は相談員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。


